
⑤ 人材の育成に向けた取組（根室） 

根室振興局では、市町村森林整備計画に基づく適切な森林管

理を担う人材を育成するため、市町職員等を対象に「ねむろ森

林づくり交流会」を行っています。令和 4年度は根釧東部森林

管理署と根室振興局の共催により開催し、管内市町職員をはじ

め、森林組合や林業事業体、指導林家、青年林業士等 40 名の

参加がありました。 

現地研修では、根室振興局が指導林家の協力のもと、林分調

査の方法等について説明を行ったのち、実務経験の浅い職員に

標準地の設定から輪尺・直径巻尺、電子器具を用いた測樹まで

の一連の作業を体験してもらいました。また、根釧東部森林管

理署からは、新技術として、空間情報を 3次元データとして取

得できる森林 3次元計測システム「アウル（OWL）」の紹介と実

演を行いました。 

室内研修では、根室振興局が（地独）北海道立総合研究機構

森林研究本部林業試験場で開発された「人工林収穫予測ソフ

ト」を使用し、現地で得られた林分データを元に間伐設計や収

穫予測の方法について説明を行いました。また、根釧東部森林

管理署からは、現地研修でのアウル（OWL）の実演で取得した計

測データを、専用ソフトである「OWL Manager」を使って解析

し、立木位置図や 3次元立木マップ等を作成しました。 

今回の交流会を通じて、参加者は、従来の林分調査の方法か

ら、発展的な 3次元計測システムを用いた方法など、新しい知

識や技術を得ることが出来ました。適切な森林管理を行ってい

くには幅広い林業知識や技術が欠かせないことから、根室振興

局では、今後も根釧東部森林管理署等と連携を図り、管内の市

町職員等に対し、林業の知識・技術の向上を図る取組を進めて

いきます。 

林分調査の実施 

森林 3次元計測システムの実演 

3次元立木マップ 
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Ⅳ  多様な主体との連携による森林づくりの推進        

１ 市町村や関係団体との連携 

市町村は、市町村森林整備計画の策定などを通じて、森林所有者や森林組合など森林整備の担

い手と関わりが深く、地域における森林づくりの主導的な役割を果たしています。 

特に、地域の森林・林業のマスタープランとして位置づけられている市町村森林整備計画の作

成や実行管理のため、国、道、市町村、森林組合等の地域関係者が連携・協力する体制を構築し

ており、緊密な連携のもとに地域の課題解決のために必要な取組を進めています。 

道では、市町村や森林管理署、森林組合などが参画する「森林吸収源対策推進地域協議会」を

14振興局全てに設置し、市町村が森林環境譲与税を活用した森林整備を進められるよう、研修会

の開催や相談窓口の設置など市町村の支援体制への強化に取り組んでいます。 

２ 国有林との連携 

本道の森林は、国有林が面積の 55％を占めており、道産木材の安定供給や森林の持つ多面的機

能の最大限の発揮のために、国有林は非常に大きな役割を果たしています。 

また、近年、道内の人工林資源が利用期を迎え、林業の成長産業化に向けた取組が活発化して

いる一方、農山漁村では人口減少や高齢化が進行しており、森林資源の循環利用による山村地域

の活性化などに対して、道民の期待も高まっています。 

こうしたことから、道では、平成 25年 6月に、国有林を所管する北海道森林管理局と「北海道

の森林づくりに関する覚書」を締結し、民有林と国有林が一体となった活力ある森林づくりを進

めています（資料 2-Ⅳ-1）。 

資料２-Ⅳ-１ 「北海道の森林づくりに関する覚書」の取組内容 

① 地域産業の活性化や雇用の創出に向けた、効率的・安定的な木材供給や木質バイオマスの
エネルギー利用など森林資源の循環利用 

② 森林の公益的機能の持続的な発揮により道民の安全、安心な暮らしや豊かな環境を保全す
る、水源地域の森林の整備・保全やエゾシカ被害の防止対策など 

③ 植樹祭や育樹祭の一体的な開催などの「木育」に基づく道民との協働による森林づくり 

（林政連絡会議・地域林政連絡会議の開催） 

民有林と国有林が一体となって取組を進めていくため、全道レベルでは道と森林管理局が「林

政連絡会議」を、地域レベルでは（総合）振興局と森林管理署等が「地域林政連絡会議」を開催

しています。 

令和 4 年度は 2 回の林政連絡会議を、各地域では地域林政連絡会議や現地検討会等を開催し、

情報共有や連携を図る具体的な取組内容について検討しています。 

（国有林と民有林が連携した多様な取組の推進） 

令和 4 年度は、森林管理局と道において、国有林と道有林を含む民有林の共同施業、北海道木

育フェスタ 2022の開催、猟銃安全対策など、多様な取組を推進しています。 

また、国有林との連携強化を図るため、全道 5 地域に配置した主幹（森林総合管理）を中心と

して、地域での取組を推進しています。 
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